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（
法
務
委
員
会
）

司
法
制
度
改
革
の
た
め
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
九
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
司
法
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
、
民
事
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
の
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
の
拡
大
及
び
訴
訟
費
用

に
関
す
る
制
度
の
整
備
、
民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
制
度
の
創
設
並
び
に
弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
制
度
の
整

備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

民
事
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
の
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
の
拡
大
及
び
訴
訟
費
用
に
関
す
る
制
度
の
整
備

一
、
簡
易
裁
判
所
の
管
轄
の
拡
大

簡
易
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
民
事
訴
訟
事
件
の
訴
訟
の
目
的
の
価
額
の
上
限
額
を
九
十
万
円
か
ら
百
四
十
万
円
に
引

き
上
げ
る
。

二
、
訴
え
の
提
起
の
手
数
料
の
見
直
し
等

１

訴
え
の
提
起
の
手
数
料
の
額
の
引
下
げ

訴
訟
の
目
的
の
価
額
が
二
百
万
円
以
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
手
数
料
の
額
を
引
き
下
げ
る
。

２

訴
え
提
起
の
手
数
料
の
額
の
定
め
方
の
簡
素
化
等
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経
済
変
動
等
を
考
慮
し
、
訴
え
の
提
起
等
の
手
数
料
の
額
の
算
出
方
法
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
額
が
一
定
と
さ

れ
て
い
る
申
立
て
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
引
上
げ
を
行
う
。

三
、
民
事
訴
訟
等
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
簡
素
化

民
事
訴
訟
等
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
、
記
録
上
明
ら
か
な
事
実
関
係
に
基
づ
き
算
定
す

る
こ
と
が
で
き
、
疎
明
資
料
を
提
出
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
。

第
二

民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
制
度
の
創
設

一
、
趣
旨

弁
護
士
が
、
民
事
調
停
事
件
及
び
家
事
調
停
事
件
に
関
し
、
裁
判
官
の
権
限
と
同
等
の
権
限
を
も
っ
て
調
停
手
続
を
主

宰
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

二
、
概
要

１

民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
は
、
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
弁
護
士
か
ら
最
高
裁
判
所
が
任
命
す
る
。

２

民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
は
、
非
常
勤
と
し
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。

３

民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
い
、
法
定
さ
れ
た
解
任
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
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い
て
、
そ
の
意
に
反
し
て
解
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

４

民
事
調
停
官
は
、
そ
の
取
り
扱
う
調
停
事
件
の
処
理
に
つ
き
、
裁
判
官
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
民
事
調
停
等
に

関
す
る
権
限
の
ほ
か
、
一
定
の
受
調
停
裁
判
所
の
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

家
事
調
停
官
は
、
そ
の
取
り
扱
う
調
停
事
件
の
処
理
に
つ
き
、
家
事
審
判
官
が
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
調
停
に
関

す
る
権
限
の
ほ
か
、
一
定
の
受
調
停
裁
判
所
の
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三

弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
制
度
の
整
備

一
、
弁
護
士
と
な
る
資
格
の
特
例
の
拡
充

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
所
定
の
研
修
を
修
了
し
た
者
に
弁
護
士
資
格
を
付
与
す
る
。

１

司
法
試
験
合
格
後
、
五
年
以
上
国
会
議
員
の
職
に
在
っ
た
者

２

企
業
法
務
の
担
当
者
や
地
方
議
会
議
員
を
含
む
公
務
員
等
で
あ
っ
て
、
司
法
試
験
合
格
後
、
裁
判
手
続
等
所
定
の
法

律
関
係
事
務
に
七
年
以
上
従
事
し
た
者

３

い
わ
ゆ
る
特
任
検
事
を
五
年
以
上
経
験
し
た
者

二
、
弁
護
士
法
上
の
公
務
就
任
の
制
限
の
撤
廃
と
弁
護
士
の
営
利
業
務
従
事
の
制
限
の
緩
和
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１

弁
護
士
法
上
の
公
務
就
任
の
制
限
を
撤
廃
す
る
。

２

弁
護
士
が
営
利
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
つ
き
、
許
可
制
か
ら
届
出
制
に
移
行
す
る
。

三
、
弁
護
士
の
報
酬
規
定
の
会
則
記
載
事
項
か
ら
の
削
除

弁
護
士
の
報
酬
規
定
を
日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
弁
護
士
会
の
会
則
の
必
要
的
記
載
事
項
か
ら
削
除
す
る
。

四
、
弁
護
士
の
綱
紀
・
懲
戒
手
続
の
整
備

１

弁
護
士
会
の
綱
紀
委
員
会
の
委
員

弁
護
士
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
会
の
綱
紀
委
員
会
の
委
員
に
弁
護
士
以
外
の
委
員
を
加
え
る
。

２

日
弁
連
の
綱
紀
委
員
会

日
弁
連
に
法
律
上
の
機
関
と
し
て
綱
紀
委
員
会
を
設
置
し
、
弁
護
士
、
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
学
識
経
験
者
で
あ

る
委
員
で
組
織
す
る
。

日
弁
連
の
綱
紀
委
員
会
の
機
能

①

弁
護
士
会
の
綱
紀
委
員
会
が
懲
戒
委
員
会
に
審
査
を
求
め
な
い
こ
と
を
相
当
と
す
る
議
決
を
し
た
場
合
等
に
お

い
て
、
懲
戒
請
求
者
が
異
議
の
申
出
を
し
た
と
き
に
、
異
議
の
審
査
を
行
う
。
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②

日
弁
連
が
懲
戒
の
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
に
、
そ
の
求
め
に
よ
り
、
日
弁
連
の
懲
戒
委
員
会
に
審
査
を

求
め
る
こ
と
が
相
当
か
否
か
、
事
案
の
調
査
を
行
い
議
決
を
す
る
。

３

綱
紀
審
査
会

日
弁
連
に
、
学
識
経
験
者
十
一
人
で
組
織
す
る
綱
紀
審
査
会
を
創
設
す
る
。

綱
紀
審
査
会
の
機
能

①

弁
護
士
会
の
綱
紀
委
員
会
が
懲
戒
委
員
会
に
審
査
を
求
め
な
い
こ
と
を
相
当
と
す
る
議
決
を
し
、
懲
戒
請
求
者

が
異
議
の
申
出
を
し
た
が
、
日
弁
連
の
綱
紀
委
員
会
の
審
査
に
よ
り
、
日
弁
連
が
こ
れ
を
棄
却
・
却
下
し
た
場
合

に
、
綱
紀
審
査
会
に
更
な
る
審
査
の
申
出
が
で
き
る
制
度
と
す
る
。

②

綱
紀
審
査
会
が
出
席
し
た
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
を
も
っ
て
、
弁
護
士
会
の
懲
戒
委
員
会
に
事
案
の
審

査
を
求
め
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
旨
の
議
決
を
し
た
と
き
は

弁
護
士
会
の
懲
戒
委
員
会
の
審
査
に
付
さ
れ
る

、

。

五
、
弁
護
士
法
第
七
十
二
条
の
明
確
化

非
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
を
禁
止
す
る
弁
護
士
法
第
七
十
二
条
の
例
外
に
は
同
法
以
外
の
法
律
に
お
い
て

定
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
旨
を
明
確
化
す
る
。
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六
、
弁
護
士
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
提
携
・
協
働
の
推
進

１

外
国
法
事
務
弁
護
士
に
よ
る
弁
護
士
の
雇
用
禁
止
規
定
の
削
除
等

外
国
法
事
務
弁
護
士
に
よ
る
弁
護
士
の
雇
用
を
禁
止
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

外
国
法
事
務
弁
護
士
と
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
（
以
下
「
弁
護
士
等
」
と
い
う

）
と
の
共
同
事
業
及
び
収
益

。

分
配
を
禁
止
す
る
規
定
を
削
除
し
、
特
定
共
同
事
業
制
度
を
廃
止
す
る
。

２

弁
護
士
を
雇
用
す
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
が
権
限
逸
脱
行
為
を
行
う
こ
と
の
防
止
措
置

外
国
法
事
務
弁
護
士
が
、
当
該
外
国
法
事
務
弁
護
士
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
業
務
の
範
囲
を
超
え
る
法
律
事
務
の

取
扱
い
に
つ
き
、
被
雇
用
弁
護
士
に
対
し
、
雇
用
関
係
に
基
づ
く
業
務
上
の
命
令
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

当
該
外
国
法
事
務
弁
護
士
が
権
限
外
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
に
関
与
し
た
被
雇
用
弁
護
士
は
、
雇
用
関
係
に
基
づ

く
業
務
上
の
命
令
に
従
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
懲
戒
そ
の
他
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

外
国
法
事
務
弁
護
士
が
、
被
雇
用
弁
護
士
が
自
ら
行
う
法
律
事
務
で
あ
っ
て
当
該
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
権
限
外

法
律
事
務
に
当
た
る
も
の
の
取
扱
い
に
つ
き
、
不
当
に
関
与
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

３

弁
護
士
等
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
が
権
限
逸
脱
行
為
を
行
う
こ
と
の
防
止
措
置
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組
合
契
約
等
に
よ
り
弁
護
士
等
と
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士

が
、
相
手
方
で
あ
る
弁
護
士
等
が
自
ら
行
う
法
律
事
務
で
あ
っ
て
当
該
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
権
限
外
法
律
事
務
に
当

た
る
も
の
の
取
扱
い
に
つ
き
、
不
当
に
関
与
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

４

外
国
法
共
同
事
業
の
表
示

外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
届
出
を
し
た
外
国
法
事
務
弁
護
士
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
名
称
に
外
国
法
共
同
事
業

を
営
む
旨
及
び
相
手
方
で
あ
る
弁
護
士
等
の
事
務
所
名
称
を
付
加
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
弁
護
士
資
格
の
特
例
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


